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資料４ 

杉並区産業振興計画取組状況(H30年 7月末) 

目標１ 多様な産業と住宅都市が共に発展するまち (本文Ｐ４) 
 

区内の魅力的な事業者や製品等を知り、区内で活用・消費することは、区内産業の活

性化と発展につながります。さらに、区内産業の発展により、製品やサービスの質が向

上し魅力が高まることで、消費者である区民のより良い生活につながることが期待でき

ます。区内産業の魅力を発掘・発信し、質の高い製品等の販売・消費へとつなげていく

ことで、地域内で人・モノ・情報が循環する仕組みを整備していきます。 

 

①（仮称）産業振興基本条例の制定  新規   (本文Ｐ７) 

計 画 取組状況 

区の産業は、商業や工業のほかに農業や

観光・アニメなど幅広い産業で構成され

ています。商店街や中小企業といった分

類にとらわれずに、幅広い産業を念頭に

おき、産業振興の基本理念や、事業者、

区民、区の責務などを定めた「（仮称）産

業振興基本条例」を制定します。 

条例は 26 年 4 月 1 日に施行済み。 

30 年度もリーフレットの増刷等、普及

啓発の取組を進めている。 

 

②産業振興センターにおける連携体制の構築  重点   (本文Ｐ７) 

計 画 取組状況 

区と産業団体が同じ施設の中で業務を行

う「杉並区産業振興センター」において、

緊密に連携しながら区内産業の振興を促

進していきます。また、日常的な意見交

換や協働による事業実施に加え、産業振

興センター関係機関連絡会の場を活用し

て恒常的に課題を共有し解決していきま

す。 

5 月に関係機関連絡会を開催し、区と

産業団体の３０年度における主な取組等

について情報共有を図った。 

 

 ③産業団体等と区の連携による区内産業の魅力発信  重点  (本文Ｐ７) 

計 画 取組状況 

区内事業者による優れた技術や他には

ない製品、特徴のある事業者を紹介する

PR活動の充実や製品を手にする機会の

創出など、区内産業の魅力を区内外に発

信していきます。また、技術開発や経営

基盤の強化などに優れた実績を上げ、地

域産業の発展に貢献している区内事業

者を表彰する制度の創設なども検討し

ていきます。 

〇特徴のある製品や優れた事業者を紹

介・発信する以下イベントの申込み、準

備を進めた。 

・「よい仕事おこしフェア」への参加 

 以下④へ記載 

・「産業交流展 2018」への参加 

以下④へ記載 

〇「すぎなみ産」冊子の作成(杉並産業協

会編集委託、11 月発行予定)の準備を進

めた 

・冊子に掲載する企業へ取材を行った。 

取組１ 人・モノ・情報の循環が促進される仕組みづくり  (本文Ｐ７) 
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④産業団体等と区の連携による交流の場の拡大  重点  (本文Ｐ７) 

 計 画 取組状況 

業種の異なる様々な事業者が互いの経

営資源を結びつけ、新たなビジネスチャ

ンスにつなげることができるよう、異業

種交流会を産業団体と区が連携して開

催していきます。また、国や都、関連団

体などが開催する交流会、展示会、ビジ

ネスマッチングフェアなどに、より多く

の区内事業者が参加・出展できるよう、

産業団体と区が連携して支援していき

ます。 

○四半期に１度開催する「異業種交流会

ｉｎすぎなみ」を開催した。(共催：東商

杉並支部 会場：杉並公会堂) 

平成 30 年 5 月 22 日(火) 

(54 社 66 名参加) 

 

○区内事業者のＰＲを行うため以下のイ

ベント等の展示会への出展に関し、準備

を進めた。 
・「よい仕事おこしフェア」への参加 

主催：城南信用金庫 

会場：東京国際フォーラム 

日程：平成 30 年 9 月 19 日（水） 

～20 日（木） 

・「産業交流展 2018」への参加 

主催：東京都 

会場：東京ビックサイト 

日程：平成 30 年 11 月 14 日（水） 

～16 日（金） 

 

⑤ （仮称）すぎなみまつりでの区内事業者との連携  新規  (本文Ｐ７) 

 計 画 取組状況 

人が集まることによって元気が生まれ、

情報の発信にもつながります。区内に

は、他と比較して引けを取らない技術・

商品を有している個性的な事業者が多

く存在しています。これらを区内だけで

なく、区外の事業者や住民に売り出すこ

とができる場を提供し、区内産業の良さ

を多くの人に知ってもらい、ビジネスマ

ッチングやジョブマッチングなどにつ

なげていくことが必要です。そのため、

産業や交流などをコンセプトに、区内事

業者等とともに、「（仮称）すぎなみまつ

り」に取り組んでいきます。 

＊ビジネスマッチング：企業の事業展開を支

援する等の目的で、事業パートナーとの出

会いをサポートするサービスのこと 

＊ジョブマッチング：仕事と人材、 企業と

個人をつなぐ橋渡しをすること 

１１月３日・４日に開催される「すぎな

みフェスタ２０１８」において、今年度

も農業祭、産業フェア、パン祭り、スィ

ーツフェア、観光 PR を行う予定として

いる。 

 

⑥「ＢＵＹすぎなみ」の推進  (本文Ｐ８) 

 計 画 取組状況 

区内での消費拡大による経済循環を進

めるため、区内で生産された製品や農産

○産業商工会館運営協議会との共催によ

り「すぎなみ産業マルシェ」を開催し、
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物の購入、区内商店街の利用促進などを

目指して「BUY すぎなみ」を産業団体

との連携により推進していくとともに、

区においては公共調達の一翼を担う区

内事業者の活用促進に努めていきます。

また、全国的に事業展開する区内企業等

においては、国内外への発信力をさらに

高めることで、「BUYすぎなみ」を広く

推進していきます。 

区内産の食料品や雑貨の販売、ワークシ

ョップなどを通して、身近な区内産業の

PR を行った。 

・開催日 6 月 24 日（日） 

・出店数 ３２店舗 

・来場者 812 人 

○公共調達における区内事業者活用につ

いては、３０年度も引き続き取り組んで

いる。 

 

 

取組２ 創業・新たな事業展開への支援  (本文Ｐ８) 

小さな事務所や自宅を仕事場とし、情報通信技術を活用する事業など住宅都市と調和

した産業の起業・創業や新たな事業展開を進める事業者を支援していきます。 

 

⑦創業支援  重点  (本文Ｐ８) 

計 画 取組状況 

創業までの手続きや資金計画の立て方

を学ぶ創業支援セミナー、起業・創業し

た人たちの経験から学ぶワークショッ

プなど、創業後の順調な発展につながる

支援を充実させていきます。 

○産業競争力強化法・創業支援事業計画

の特定創業支援事業として、セミナーの

開催準備をした。 

・「女性と若者のための創業セミナー」 

平成 30 年 10 月 6・13・20・27 日(各

土曜) 計４回 

 

 

⑧創業支援施設の充実  (本文Ｐ８) 

計 画 取組状況 

良好な執務環境の確保と地域経済の実

状に詳しい支援者の配置などにより創

業支援施設を充実させ、住宅都市と調

和した都市型ビジネスの創業を支援し

ていきます。 

地域経済の実状に詳しい支援者とし

て、中小企業診断士を創業支援施設に配

置(週１回)し、入居者の定着と経営アド

バイス等支援を実施した。 

 

 

⑨産業融資制度の充実  (本文Ｐ８) 

計 画 取組状況 

事業の一層の活性化や厳しい経済情勢

に対応する区内事業者のニーズを捉え、

産業融資制度の充実・見直しを行ってい

きます。 

○創業支援資金や小規模企業小口資金な

どの利用が増え、創業や、事業発展・展

開する企業への支援を行うことができ

た。 

○平成 30 年度施行の「信用補完制度の

見直し」に伴い、「中小企業信用保険法」

「産業競争力強化法」の法改正があり、

「小規模企業小口資金」は１２５０万

円、「創業資金」については１５００万

円から、それぞれ限度額を 2,000 万円

に引き上げた。また、「小規模企業小口
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資金」のあっせん申込みにおいては、区

の利用要件を満たし、かつ、東京都の「小

規模企業向け融資（小口）」の要件を満

たした場合、区の利子補給と都の信用保

証料補助を併用することができるよう

見直しを行ったことにより、利用件数が

伸びた。 

〇生産性向上特別措置法に基づく先端

設備等導入基本計画を策定し、国の同意

を受け、企業からの受付を開始した。 

 

⑩相談機能の充実  重点  (本文Ｐ８) 

計 画 取組状況 

区内の経済事情に詳しい相談員による

きめ細かな相談や経営アドバイス、産業

団体や都と連携した相談体制の拡充な

ど、相談機能を充実していきます。また、

図書館を活用した創業・経営相談を実施

していきます。 

商工相談は、産業振興センター、創業支

援施設での各相談を、NPO 法人杉並中

小企業診断士会と一体的に実施し、東商

杉並支部の経営相談とも連携しながら、

きめ細やかに応じた。 

特に創業に関する相談は、産業競争力

強化法・創業支援事業計画の特定創業支

援事業の一つとして、実際の創業につな

がつよう、対応を行った。 

 

 

取組３ 経営基盤の強化  (本文Ｐ９) 

区内事業者の多くが直面する厳しい経営状況に対応するため、融資制度や相談機能の

充実、次代を担う人材の育成や技術力の継承・向上の推進など、経営基盤の強化を支援

していきます。 

 

 

 

⑪区内産業の状況分析と活用  (本文Ｐ９) 

計 画 取組状況 

区や民間事業者・団体等が実施する景

況調査や実態調査などにより浮かび上

がってくる区内産業の現状や課題を分

析するとともに、それらを関係事業者と

共有しながら産業支援策を進めていき

ます。 

四半期ごとの中小企業景況調査を実施

し、景況及び経営相談・融資申込状況か

ら捉えられる中小企業経営状況分析を行

った。分析結果については産業経済団体

と共有している。 

 

⑫産業融資制度の充実【再掲(P8)】 

 

⑬相談機能の充実【再掲(P8)】  重点 

 

⑭人材育成の充実  (本文Ｐ９) 

計 画 取組状況 

区内事業者が実施する経営者・人事担 商工相談や事業所アドバイザーの相
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当者セミナーや新規採用者の研修など

の後継者育成事業を支援することで、区

内産業が持続的に発展する基盤を整備

していきます。 

談機能を活用し、後継者育成や事業承継

の支援に関して、各専門分野の相談員を

事業者アドバイザーとして派遣し対応

した。 

 

⑮福利厚生事業（中小企業勤労者福祉事業）の運営  (本文Ｐ９) 

計 画 取組状況 

中小企業勤労者福祉事業「ジョイフル杉

並」が、区内企業等の労働環境の向上と

雇用の確保につながるよう、勤労者一人

ひとりの仕事と生活の状況に合う多様

なサービスを提供していきます。また、

今後の事業の運営状況を踏まえ、事業内

容について必要な見直しを図っていき

ます。 

行財政改革基本方針に基づく取組とし

て、スケールメリットを活かした運営の効

率化、サービスの向上を図るため、豊島区、

北区、荒川区が共同で設立している一般財

団法人東京広域勤労者サービスセンター

が運営する中小企業勤労者福祉事業と事

業を統合した。統合後は、事業内容や会員

の確保など連携を図っている。 

 

 

取組４ 交流促進の場の整備  (本文Ｐ９) 

自治体や業種の枠を超えて活発に交流できる場を拡げていくことは、産業の活性化に

もつながります。産業団体と区が手をとりあいながら、異業種交流会の共同開催や交流

自治体との交流事業の実施などにより交流促進の場を整備していきます。 

 

⑯交流自治体との産業交流の推進  (本文Ｐ９) 

計 画 取組状況 

商店街での交流自治体の特産品販売の

促進や様々なイベントを契機とした新た

なビジネスマッチングの創出などによ

り、区と交流自治体の産業発展に対する

相乗効果を生み出していきます。また、

都市農業の担い手を育成するなど、交流

自治体との連携による人的交流などを進

めていきます。 

阿佐谷・荻窪の「飲み屋さんまつり」、西

荻窪の「ハロー西荻」、久我山の「ホタル

まつり」で、交流自治体特産品を活用し

た取組や、連携した催し、物産コーナー

の開設などを実施した。また、区役所本

庁で行われた交流自治体物販の取組にお

いて、区内農産物の PR を行うとともに、 

１０月に実施の「アグリフェスタ」にお

ける連携について準備を行った。 

 

⑰産業団体等と区の連携による交流の場の拡大【再掲(P7）】  重点 

 

 

 

目標２ 区民生活を豊かにする産業に支えられ、安全で住みやすいまち(本文Ｐ１０) 
 

商店街は、商品の販売やサービスの提供に加え、まちのにぎわいを創出し、人と人と

がふれあう地域の貴重な財産です。区民それぞれのライフスタイルに応じて、多様な支

援のメニューが用意され、生活にうるおいと豊かさを与え、安全・安心に利用できる生

活支援拠点としての商店街づくりを推進していきます。 

 

①商店街の防犯カメラ設置・装飾灯ＬＥＤ化等の促進  重点 

取組１ 安全・安心な生活支援拠点としての商店街づくり 
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 計 画 取組状況 

防犯カメラの設置や装飾灯ＬＥＤ化等

の整備助成により、地域の防犯対策の向

上、交通の安全及び生活環境の整備を図

り、安全・安心で地球環境にやさしい商

店街環境を整備していきます。 

① ５商店街で６６台の防犯カメラ設置 

計画した。 

② 装飾灯ＬＥＤ化 

１６商店街で９４７本（灯）（ポール５３

４本、アーケード４１３灯）のＬＥＤ化

を計画した。 

 

②快適に買い物ができる商店街環境整備の推進 

 計 画 取組状況 

駐輪場や休憩スペースの設置などの共

同施設整備や街路の段差解消など、商店

街の環境整備を一層進め、便利で快適な

買物空間づくりを進めていきます。 

駐輪場や休憩スペースの設置につい

て、補助金制度の周知と活用促進を図っ

た。 

 

③商店街「心のバリアフリー」の推進 

計 画 取組状況 

商店街の利用を通じて、人と人とのつ

ながりを感じ、居心地の良い場所となる

よう、きめ細かなサービスを提供する商

店街づくりを進めていきます。また、高

齢者や障害者など誰もが利用しやすく、

状況に応じた適切な声かけや必要な手

助けを行うなど、商店街のおもてなしの

心が伝わる取組を推進していきます。 

保健福祉部管理課が所管する「バリア

フリー協力店」事業は、平成３０年度新

規登録１件、累計１，０３８件の登録と

なっている。（平成３０年７月末現在） 

 

 

 

取組２ まちづくりと連動した魅力ある商店街づくり 

これからのまちづくりには、地域の多様な特性を活かしながら、商業の活性化やにぎ

わいの創出、施設の整備などの取組が求められています。地域住民や商店街関係者等と

これからのまちの将来像を共有し、ハードの施策とソフトの施策との有機的な連携を図

ることで、「良いまちをつくりたい」という住民の想いに応える魅力的なまちづくりを進

めていきます。 

 

④地域特性を踏まえた商店街支援の促進  重点 

計 画 取組状況 

商店街の立地環境やその地域が持つ

歴史、自然環境、文化などの地域特性を

活かし、将来のまちづくりにつながる商

店街の取組を積極的に支援していきま

す。 

「地域特性にあった商店街支援事業

補助金」で２事業を採択した。 
①事業名：高円寺 ECO プロジェクトによる

阿波おどりカーボンオフセット

事業 

商店会：高円寺商店街連合会 

②事業名：方南町 日曜まつり 

商店会：方南銀座商店街振興組合 

 

⑤文化・芸術を取り入れた商店街の魅力づくりの推進 
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 計 画 取組状況 

文化・芸術団体や様々な分野のアーティ

ストが活動を行うことで、集客力や回遊

性を高め、個性的で魅力のある商店街づ

くりを推進していきます。 

「地域特性にあった商店街支援事業補

助金」や「チャレンジ商店街サポート事

業補助金」等、様々な制度を活用し文

化・芸術を取り入れた商店街活動を支援

できることから、制度の活用について周

知を図った。 

 

⑥商店街からの提案事業への柔軟な支援  新規・重点 

計 画 取組状況 

まちづくりの視点を携えながらの地

域ブランドづくりや商品開発など、地域

経済の活性化や地域コミュニティの醸

成等の相乗効果が期待できる、商店街が

提案する様々な取組を柔軟に支援して

いきます。 

「チャレンジ商店街支援プログラム」

や「商店街チャレンジ戦略支援事業費補

助金」等を通して、商店街からの提案を

踏まえより効果的な事業の実施に向け、

寄り添った支援を行った。 

 

 

取組３ 商店街への経営支援 

区民に求められる商店街の役割を担えるよう、後継者不足による廃業や高齢化により

活動力の低下している商店街への支援を強化し、活性化を図っていきます。また、これ

からの商店街を担う人材の育成を図るため、若手商業者による事業を一層支援していき

ます。 

 

⑦外部人材を活用した商店街サポート事業の実施  新規・重点 

 計 画 取組状況 

民間企業、ＮＰＯ等の外部人材が積極的

に商店街事業に関わり、意欲がありなが

らアイデアや実行力に不安がある商店

街を強力にサポートすることにより、商

店街の活性化を図っていきます。 

「チャレンジ商店街サポート事業補助金」

４件を採択した。 
①事業名：ニコニコロードモニュメント制作

事業 

団体名：（有）HOT WIRE GROUP 

②事業名：子育て世代がつくるキタナカ応援

プロジェクト 

団体名：こどもコワーキング babyCo 

③事業名：阿佐谷南北対抗運動会 

団体名：阿佐谷南北対抗運動会実行委員会 

④事業名：荻窪お気楽極楽クラシック２０１

８ 

団体名：「クラシック音楽を楽しむ街」 

荻窪の会 

 

⑧専門家の派遣による商店街の経営力強化  重点 

 計 画 取組状況 

商店街が抱える課題やニーズに対応で

きる幅広い分野の専門家を「商店街アド

バイザー」として派遣し、組織活動の強

化支援や経営改善などを図るためのア

和田商店会、和泉仲通り商栄会、今川

町商栄会、佼成会通り商店会の４商店会

に対し消費生活アドバイザーや中小企

業診断士の派遣を決定した。 
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ドバイスを行い、商店街の経営力を強化

していきます。 

 

⑨若手商業者への支援 

 計 画 取組状況 

若手商業者の団体が提案する意欲的で

工夫とアイデアが盛り込まれた事業を

支援し、これからの商店街を担う人材の

育成を図りつつ、経営力の強化につなげ

ていきます。 

平成３０年度は、（平成３０年７月末現

在）「商店街若手支援事業補助金」の申請が

無く、引き続き同補助金の活用を働きかけて

いく。 

 

 

取組４ 商店街の組織機能強化 

商店街と区が一体となって商店街への加入を促進するとともに、スケールメリットを

活かす地域の商店街による連携事業、組織の再編などの取組を積極的に支援し、組織機

能を強化していきます。 

 

⑩商店街加入の促進による組織機能の強化  重点 

計 画 取組状況 

商店街加入店増加による商店街の経

営力や活動力の向上は、まちのにぎわい

や活力の創出などにつながります。商店

街に加入する必要性や意義を明らかに

することで、商店街と区が一体となって

加入促進に取り組んでいきます。また、

商店街を構成する個店・チェーン店・大

型店が協力し、同じ目標に向かって大き

な力を発揮することができるよう、商店

街の組織機能強化を図っていきます。 

平成 29 年度に「新・元気を出せ商店

街事業費補助金」を活用して実施した組

織力強化事業（区内共通商品券取扱店の

ステッカーや店舗一覧（冊子）の作成・

配布）の結果を踏まえ、事業の効果検証

を行うとともに、より効果が得られる取

組について杉並区商店会連合会と協議

していく。 

 

⑪スケールメリットを活かす事業、組織化への支援 

 計 画 取組状況 

地域の複数の商店街が共同でスケール

メリットを活かす事業を行う場合や、そ

の取組などを通じて、より組織機能の強

化を図るための商店街組織の再編など

が行われる場合にアドバイスなどの支

援をしていきます。 

平成 30 年度は、商店街チャレンジ戦

略支援事業費補助金（イベント事業）に

おいて、複数の商店街が共同で実施する

イベントとして 20 事業を予定してい

る。 

 

 

 

目標３ 食卓に彩りと心に潤いを与える産業で、やすらぎがあるまち 
 

取組１ 都市農地保全への取組 

まちの貴重な財産である農地を保全するため、生産緑地の追加指定を行うことに加え、

関係法令や税制など都市農地を取り巻く様々な課題に対し、関係機関と連携しながら、

その解決に向けた取組を進めていきます。 
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①農地保全に向けた国・都・農業委員会等との連携  重点 

 計 画 取組状況 

都市農地の保全について、農地法、生産

緑地法などの農地関係法令や相続税等

の税制度などの改正・改善に向け、国、

東京都をはじめ、ＪＡ、東京都農業会議、

他区等と連携・協議を進めていきます。 

○都市農業振興基本法の制定を受け 

28 年 5 月に国の都市農業振興基本計画

が、29 年５月に都の地方計画「東京農

業振興プラン」が策定された。また 29

年 6 月には改正生産緑地法が施行され、

30 年 6 月には「都市農地の貸借の円滑

化に関する法律」が成立するなど、都市

農業が安定的に継続できる環境と都市

農地保全につながる法整備がなされた。 

 これらを踏まえ、区の産業振興計画改定

に包含する農業振興計画策定に向け、関

係機関と情報交換を行いながら検討を進

めた。 

 

②（仮称）農地活用懇談会の設置・運営  新規 

計 画 取組状況 

農家の高齢化や後継者不足により、今

後、耕作されない農地の増加や遊休農地

の発生が見込まれます。一方、区民農園

事業が高い人気を示しているとおり、農

業に興味・関心を持つ区民は多数存在し

ています。このような状況を踏まえ、耕

作希望者へ農地を貸与できる仕組みや、

教育活動、福祉施策での利用など、農地

を積極的に活用する方策について、農業

関係者とともに研究・検討し、推進して

いきます。 

○25 年６月の懇談会の立ち上げから約

2 年間、生産者や消費者、教育、まちづ

くりの観点から、各種営農支援策や地産

地消推進事業、緑地保全方針の策定など

について幅広い意見を得た。 

 

※この懇談会での意見を踏まえ、新たな

補助制度の発足、ボランティアの活用、

杉並産農産物の活用、農地保全の取り組

みなど、一定の成果を上げたため、27

年 3 月の懇談会を以って終了。 

※正式名称は「農地活用懇談会」 

 

③生産緑地地区の適正な管理と追加指定の実施 

 計 画 取組状況 

適正な耕作が行われるよう農地パトロ

ール等による管理を行っていきます。ま

た、生産緑地の追加指定につながる働き

かけ等を行っていくとともに、制度上の

制約から実現していない生産緑地の貸

与に関して検討を進めていきます。 

 ＊生産緑地：生産緑地法に基づき、都市計

画として農地を長期間保全する地区 

○３０年６月の農業委員会において、農

地パトロールの実施方法について検討

した。重点パトロールの地区について

は、全員でパトロールを行うなどパトロ

ール体制の強化を図る。また、生産緑地

担当のみどり公園課とも連携し、農地パ

トロールを実施することとした。（30 年

8 月に実施予定） 

○平成３０年７月の農業委員会におい

て「都市農地の貸借の円滑化に関する法

律の概要について」勉強会を開催した。 

○生産緑地法の一部改正や税制度の改

正を周知するための検討を開始した。平



10 

成３０年１０月２日、３日の合計２回に

渡り、みどり公園課・農業委員会と連携

し、農業者向け制度説明会を開催するこ

ととした。 
 

 

取組２ 地産地消の多面的な推進 

 貴重な農地を保全し、後世に引き継いでいくためにも、生産・流通・普及・利用の各要

素の充実を図り、区内産農産物を区内で消費する地産地消を推進していきます。  

 

④地産地消マーケットの推進  重点 

計 画 取組状況 

 各農家が個別に行っている直売所やＪ

Ａが主催する即売会について、種類や量、

開催頻度などを充実するよう、取組を進

めていきます。また、区内産農産物が、

商店街等の区民に身近な場所で気軽に購

入でき、区内飲食店や学校・区施設など

で広く利用されるよう、各農業者の生産

力や生産時期等の計画、農産物の納入方

法などの課題を踏まえ、区と農業者が協

議を行いながら、地産地消の推進につな

がる流通システムの構築を検討していき

ます。 

○区役所等での即売会、高円寺駅構内で

開催した「のものマルシェ」のＰＲ等を

実施するとともに、即売会に職員を派遣

するなど農業者等と連携・協力して地産

地消を推進した。 

○学校給食「地元野菜デー」での配送支

援を実施（30 年 7 月）した。 

○区内事業者（飲食店等）への納品につ

いてのJAと連携しながら検討を進めた。 

 

 

⑤区内産農産物の魅力向上、ブランド化 

計 画 取組状況 

農業者やＪＡ、農業に関連する教育機関

等と連携しながら、新品種の生産や有機

農法での栽培促進など「すぎなみ産農産

物」の魅力向上やブランド化を検討し、

区民の消費拡大や農業産出額の向上を

進めていきます。 

上井草二丁目団体利用農園の新作物・

新作型検討区画においては、農業委員、

農家の方に参加いただき、学校給食の食

材等に適した品種（ニンジン３品種、ミ

ニトマト３品種、つるありインゲン２品

種、カボチャ３品種）を試験栽培し、品

種の特性について検討及び情報交換を図

った。また、学校給食向け食材検討区画

において、学校栄養士会見学会を開催し、

ニンジン３品種、ミニトマト３品種、つ

るありインゲン２品種、カボチャ３品種、

フルーツパプリカ（苦くないピーマン）

を試験栽培し、品種の特性等について検

討及び情報交換を図った。 

 

⑥各種情報媒体を活用した積極的な農業情報の発信 

計 画 取組状況 

区内産農産物の販売情報や生産者情報

などを、農産物直販マップやホームペー

ジ、ＪＡ店舗、広報等の情報媒体を利用

○区内で開催される即売会等の販売情報

について区ＨＰに掲載し周知を図った。 

○区内農業者個人に焦点をあてた農業情
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して積極的に発信していきます。 報誌「杉並農人」の８号を 7 月に刊行し

た。２，０００部を発行した。 

○農産物直販マップの見直しを行い、４

月に発行した。また、農業委員会だより、

区ＨＰ・広報紙、農業公園の専用ＨＰな

どを活用し、引き続き農業情報を発信し

た。 

  

 

取組３ 都市農業の担い手育成と支援 

区内の農業の担い手は減少傾向にありますが、一方で、様々な形で農業に親しみたい

と思っている区民は多数存在しています。そこで、農業者に対し区民ボランティアを派

遣するなど、農業が継続できる体制づくりを進め、農業者及び後継者への支援を行って

いきます。また、交流自治体等の協力を得ながら農業支援を行っていきます。  

 

⑦農業の維持・継続の支援 

 計 画 取組状況 

区内農業を維持・継続できるよう、農業

の担い手が農業を継続しやすい環境を整

えていきます。農業の担い手に対する耕

作指導や新たな品種栽培指導の充実、資

機材等に対する支援などをＪＡ等と連携

しながら検討し、実施していきます。 

○杉並区内農家の農業経営の安定化と農

産物供給の促進を図る「営農活動支援費助

成制度」について、17 件の申請を受 

けた。 

○農地の持つ防災や環境保全などの多面

的機能をより強化するとともに、地域住

民に配慮した基盤整備により貴重な都市

農地の保全を図る「都市農地保全支援プ

ロジェクト補助金」の対象として、防災

兼用農業用井戸の設置に伴う助成を２戸

の農業者に対して行うこととした。 

 

⑧ボランティア等の活用支援 

 計 画 取組状況 

高齢等の理由から耕作が困難又は不十

分となった農業者に対し、農業が継続で

きるよう、耕作意欲のあるボランティア

等の活用を支援していきます。 

援農ボランティア制度の活用促進を

図るため、29 年度からＪＡ等と連携し

た農業者とボランティア登録者とのマ

ッチングを開始した。これまでに登録者

３名のマッチングが実現した。 

 

⑨交流自治体との産業交流の推進【再掲(P9)】 

 

 

取組４ 都市農業への理解を深める取組 

区民農園や農業体験事業など、区民が気軽に農業とふれあえる機会を創出・拡充し、

都市農業への理解と支援の輪を広げていきます。また、農産物直販マップやホームペー

ジ等を活用し、生産者情報や販売情報などを発信するとともに、区の各種事業やイベン

トとの連携、世田谷区及びＪＡとの協働事業の実施などを通じて、積極的に啓発に努め

ていきます。  
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⑩区民農園・農業体験事業の充実 

計 画 取組状況 

区民農園でのアドバイザーによる農業

講習会、作付段階から収穫までの農業体

験、収穫物の品評会への出展等、区民の

農業への親しみや収穫の喜びが感じら

れる取組を行っていきます。 

○３０年度農業体験農園の運営費用の一

部を助成した(今川体験農園)。 

 ※井草体験農園については、８月中に

助成する予定としている。 

○ＪＡ主催の夏季農産物品評会について

区広報に掲載し周知を図った。 

○３０年 12 月に、ふれあい農業体験を

実施(2 農業者による指導)に向け準備を

行った。 

  

⑪各種イベント、観光事業等との連携 

計 画 取組状況 

農地は、区の豊かなみどりを支える礎で

す。教育や福祉等の各行政分野の事業や

各地域で行われるイベント、観光事業等

とも積極的に連携を進め、区民への啓発

に努めていきます。 

○成田西ふれあい農業公園においては、

年間を通して栽培体験等ができる「農に

ふれあう講座」や子どもが農業体験でき

る「子どものための農業体験教室」、旬の

野菜を収穫できる収穫体験、麦の種まき

体験などを実施した。 

○平成２９年度「農にふれあう講座」受

講者を対象に、「農業公園サポーター制

度」を実施し、２７名が登録した。農業

公園のサポーターとしてイベントや農作

業等補助の活動を実施した。 

○上井草二丁目団体利用農園おいては、

区内の幼稚園・保育園等の団体によるジ

ャガイモ・サツマイモ・ダイコンの収穫

体験、サツマイモの苗植え付け体験を実

施した(延べ３２団体)。 

○学校給食「地元野菜デー」において、

野菜を各学校に配送する支援補助を平成

３０年７月に実施した（１回）。 

○区内で開催された交流自治体（南伊豆

町）や障害者福祉会館の即売会に職員を

派遣し、区内農産物の販売を行うことで

連携・協力するとともに、区内即売会の

ＰＲ等を実施した。 

○すぎなみフェスタと同時開催する農業

祭実施に向け、農業祭実行員会、農業祭

検討委員会を開催し、準備を開始した。 

  

⑫他自治体等との協働事業の実施 

 計 画 取組状況 

「都市農地を守ろう！」を合言葉に、Ｊ

Ａ及び世田谷区と協働によりイベント

や収穫体験等の事業を実施し、区民の都

○10 月に杉並区役所で開催する「アグ

リフェスタ」について、ＪＡ、世田谷区、

杉並区の３者の担当者による実施に向
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市農地に対する愛着と理解を深める啓

発活動に努めていきます。また、交流自

治体との連携による農業体験ツアーの

実施など、区民が農業に触れ合う機会の

提供を検討していきます。 

＊「都市農地を守ろう！」共同宣言：平成

23 年 11 月 18 日、東京中央農業協同組合

と杉並区、世田谷区が連携し、都市農業の

振興及び農地保全への理解を深めるとと

もに、国等に対して大きな転換を求める気

運を高めることを目的として行われた共

同宣言 

けた打ち合わせを実施した。 

なお、当日はＪＡ、世田谷区、杉並区の

３者代表者によるトークセッションの

ほか、区民ギャラリー【区役所２階】に

て都市農業が持つ多面的機能の周知を

図るためのパネル展の実施を予定して

いる。 

  

 

 

⑬各種情報媒体を活用した積極的な農業情報の発信【再掲（P19）】 

 

 

 

目標４ 安心して地元で元気に働き続けられるまち 
 

就労支援センターでは、区とハローワーク新宿が一体となって、若者等の就労を支援

しています。就労意欲がありながらも雇用機会が得られない人や就労阻害要因を抱え支

援が必要な人など、一人ひとりの状況にあった働き方ができるように支援していきます。 

 

①相談者に寄り添った伴走型の支援  重点 

計 画 取組状況 

就労支援センターの「若者就労支援コ

ーナー（愛称：すぎＪＯＢ）」では、就

労について様々な不安や問題を抱えて

いるなど、直ちに就職に結びつきにくい

人に対し、相談者の状況に応じた支援プ

ログラムを作成し、そのプログラムに基

づいた就労支援準備相談、職業相談から

就労後の定着支援まで、相談者に寄り添

いながら伴走型の支援を行っていきま

す。 

○就労支援センターの利用による就職人

数(ハローワーク利用含む)は、目標 215

人に対し、実績は 185 人であった。な

お、そのうち就労準備相談利用者の就職

人数は、目標 37.5 人に対し、実績は 34

人であった。 

○若者就労支援コーナーの新規登録者

数は、目標 180 人に対し、実績は 216

人であった。 

○就労準備相談・心としごとの相談延利

用者数は、目標 537 人に対し、実績は

375 人であった。 

 

②就労関係部署との連携による支援体制の強化  重点 

計 画 取組状況 

相談者の就労阻害要因の軽減を図る

ため、福祉等関連部署との連携・情報共

有を密にして、効果的な就労支援を行っ

ていきます。さらに、相談者の課題の早

期把握にもつながるワンストップ型の

生活相談窓口の設置とともに、ニートな

どの潜在的な要支援者を就労支援セン

就労阻害要因を抱えた相談者、障害者

(手帳を所持していない者を含む)や生活

困窮者などに対しては、関連部署と定期

的な会議を開催し、連携を深め、一人ひ

とりの状況に応じた就労支援を実施し

た。 

取組１ 誰もが自分にあった働き方を選択できる仕組みづくり 
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ターの相談につなげるための取組につ

いて、若者の居場所づくりの観点も踏ま

え検討していきます。 

 

取組２ 意欲ある人材と区内企業を結びつける取組の推進 

地域経済を発展させ、地域貢献の担い手を確保するためには、地域への愛着を持った

区内在住の優れた人材を区内企業に増やしていくことが必要です。区と区内企業のパー

トナー関係の構築による求人開拓や、区内学校との連携による就職活動の支援など、区

内の人材と区内企業を結びつける取組を進めていきます。 

 

③区内企業の魅力を伝えるＰＲ活動 

計 画 取組状況 

就労支援センターの企業ＰＲコーナ

ーの充実やホームページの活用、企業見

学会の実施などにより、企業自身の特徴

や魅力を求職者に提供していきます。 

企業ＰＲを積極的に推進し、杉並区就

労支援センターFacebook では投稿数

52 件・アクセス数 3,141 回、求人情報

サイト「就職応援ナビすぎなみ」では新

規求人情報受理件数目標 90 件に対し、

実績は 106 件であった。 

 

④新たな人材の登用につながる求人開拓 

計 画 取組状況 

関係機関と連携し、就職面接会の実施

や就職活動に役立つ知識や技術を習得

できる各種セミナー等を実施していき

ます。さらに、区内企業と連携した業種

別の就職面接会の開催やトライアル雇

用の実施などにより、企業が求める人材

の登用につなげていきます。 

＊トライアル雇用：労働者を企業が短期間

（原則として 3か月間）試行的に雇用し、

双方が適性や職場環境等について相互に

確認した上で常用雇用に移行する制度 

就職面接会を目標 10回に対して８回

実施した。 

【内訳】 

・ツアー面接会(保育、介護)3 回（43 人

参加、8 人採用） 

・ミニ面接会 5 回（42 人参加、7 人採

用） 

また、就職活動に役立つ知識や技術を

習得するセミナーを 31 回実施し、371

人の参加であった。 

 

⑤社会参加・中間的就労の場の確保  重点 

計 画 取組状況 

様々な就労阻害要因を抱え、直ちに一

般就労に結びつかない人に対し、一般就

労につながるよう、ＮＰＯ団体、福祉施

設、企業と連携しながら、ボランティア

活動などの社会参加の場や中間的就労

の場を確保していきます。 

＊中間的就労：一般就労に直ちにつながりに

くい人が、準備段階として日常生活での自

立や社会参加のために働くことができる

就労機会のこと 

ジョブトレーニングコーナー（すぎト

レ）において、各就労関係機関と連携し

ながら、ボランティア活動などの社会参

加の場（地域清掃ボランティア等）や中

間的就労の場（事業所訓練等）を確保し

た。 

同コーナーの新規利用登録者数は 28

人（目標３０人）であった。 

 

 

⑥区内学校等との連携 

計 画 取組状況 
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区内の大学、専門学校、高校と連携し

て就職活動の現状把握に努め、就職先が

決まっていない学生や中途退学者を就

労支援センターの就労準備相談につな

がるよう取り組んでいきます。また、区

内企業の求人開拓の取組として、区内企

業でのインターンシップ制度を進めて

いきます。 

区内の専門学校に就職状況の調査及

び就労支援センター事業の内容周知・PR

を行った。 

区内企業の協力により、実際の仕事現場

の声を聞いて、見て、感じることで、「働く」

ことへの理解を深め、「働く」をつかむこと

を目的としたセミナーの企画検討を進めた。 

実施は年明けを予定している。 

 

 

取組３ 仕事と生活の調和（ワーク・ライフ・バランス）の実現に向けた労働環境の整備 

子育てや介護をしながらの就業など、生活を大事にしつつ多様な形で働くためには、

企業や事業主の理解と協力が欠かせません。仕事と生活の調和（ワーク・ライフ・バラ

ンス）の理念を普及・啓発するとともに、勤労者の福利厚生事業を充実することなどに

より、自分らしい生き方にあった労働環境の整備に向けた支援を行っていきます。 

 

 

 
⑦仕事と生活の調和（ワーク・ライフ・バランス）の啓発促進 

計 画 取組状況 

事業者や勤労者を対象とした各種セミ

ナー・イベントなどの機会を活用し、仕

事と生活の調和（ワーク・ライフ・バラ

ンス）に関する学習機会や情報提供の充

実を図っていきます。あわせて、区男女

共同参画担当と連携した講演会等に取り

組んでいきます。 

区男女共同参画担当・東京都労働相談

情報センターとの共催により、事業者・

勤労者を対象としたセミナーを企画し

た。 

平成 30 年８月 31 日(金) (会場：区役

所本庁舎)に実施する。 

 

 

 

 

⑧勤労者の健康づくり支援 

計 画 取組状況 

誰もが健康で働き続けられるよう、勤

労者の心とからだの健康づくりを支援

していきます。区の中小企業勤労者福祉

事業「ジョイフル杉並」においても健康

増進事業を重点的に実施し、近年の労働

環境の中で大きな課題となっているメ

ンタルヘルスに関する講演会や相談会

などを開催していきます。 

○区保健所自殺予防月間の機会に、メン

タルヘルス講座を開催した。 

平成 30 年 5 月 18 日(金) 

(会場：杉並保健所) 

「働く人のこころの健康のために～セ

ルフケアでストレスと上手につきあう

～ 参加者数：22 名 

○勤労者向け健康講座を２回開催した。 

平成 30 年 6 月 9 日(土) 

 (会場：勤労福祉会館) 

「Yogaroma でココロとカラダをリフ

レッシュ！～ヨガとアロマを 10倍楽し

む方法～ 参加者数：44 名 
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⑨福利厚生事業（中小企業勤労者福祉事業）の運営【再掲（P9）】 

 

 

目標５ 魅力的でにぎわいがあり、また行ってみたくなるまち 
 

取組１ 杉並らしさを活かした集客事業の推進 

区内には、中央線沿線をはじめ各所に行事、芸能、食文化など、様々な分野のコンテ

ンツが多数存在しています。このようなコンテンツを「杉並らしさ」という視点から集

客資源として再構築することによって、区内はもとより、区外、都外、国外からの集客

を実現し、「にぎわいと商機」の創出を図っていきます。 

 

①杉並らしい集客コンテンツの集約  新規・重点 

計 画 取組状況 

「高円寺の古着」、「阿佐ヶ谷のジャ

ズ」、「荻窪のラーメン」、「西荻窪の骨董」

や、文学、演劇、ロック、クラシック、

居酒屋、カフェ、雑貨など、多種多様な

コンテンツを集約し、「様々な魅力が集

まったエリア」として杉並が認識される

ように PRを図っていきます。 

○「中央線あるあるプロジェクト」にて、

29 年度に実施した JR 中央線各駅のま

ち歩き企画を総集編としてまとめた冊

子の作成・配布を行った。また、JR 阿

佐ヶ谷駅と西荻窪駅に設置しているパ

ンフレットラックについて、での改良を

検討した。 

○インバウンド向け事業の参考とする

ため、外国人旅行者向け動向調査のアン

ケート内容について、委託業者と検討を

進めた。実施は、３０年１０月下旬～１

１月にかけてを予定している。 

 

②多様なメディアを活用した効果的な発信  新規・重点 

 計 画 取組状況 

区広報・ホームページにとどまらず、ガ

イドブックの配布、新聞社とのタイアッ

プイベントの実施、即時かつ広範囲に情

報伝達が期待できる SNS の導入、娯楽

性が高く誘引力の大きい AR の活用な

ど、内容や用途に応じた効果的な発信を

行っていきます。 

＊SNS（social networking service）：社会的

なつながりの場をインターネット上で提供

するサービス。代表的なものに Facebookや

mixi、Twitterなどが挙げられる 

＊AR（Augmented Reality）：拡張現実。知覚

する現実をコンピュータにより拡張する技

術。例えば、特定の写真や絵にスマートフォ

ンをかざすと画面上で動画が起動するよう

な仕組み 

「中央線あるあるプロジェクト」にお

いて、WEB（日本語版・英語版）、

facebook（日本語版・英語版・繁体字

版）による情報発信を行うとともに、新

たに instagram の運用を開始した。ま

た、区内在住の著名アーティストによる

JR 中央線４駅のまち歩きを企画し、「西

荻窪編」の記事を東京新聞朝刊に掲載す

るとともに、パンフレットの作成・配布

を行った。さらに外国人旅行者向けウェ

ブサイト LIVE JAPAN に区内のイベン

ト情報や店舗紹介の記事投稿を行った

ほか、効率・効果的な情報発信を行うた

め、事業者提案の公募に向けた準備を進

めた。 

○インバウンド対策として、外国人イン

フルエンサーによる SNS 投稿等の情報

発信や国外メディアに対するプレスリ

リースを行った他、すぎなみ観光大使事
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業」では、海外在住型大使に加え、海外

訪問型大使により、海外現地での情報発

信を２９年度に引き続き実施した。 

 

③多言語化への取組支援 

計 画 取組状況 

国外からの集客を視野に入れて、ガイド

ブックや飲食店のメニュー、簡易な接客

問答等の多言語化への取組を支援し、来

訪時の心のこもった手厚いおもてなし

の充実を図っていきます。 

「中央線あるあるプロジェクト」にお

いて、29 年度作成した英語メニュー設

置店を中心に紹介した外国人観光客向

け（日英併記）飲食店のガイドマップ【高

円寺・阿佐谷編】に続き、【荻窪・西荻

窪編】を作成・配布した。 

  

④杉並のシンボルとなるイベントの開催支援 

計 画 取組状況 

高円寺阿波おどりや阿佐谷七夕まつり

のような大規模なイベントは、開催され

る地域にとどまらず、杉並のブランドイ

メージを向上させ、内外に対する大きな

PR資源となっています。今後さらに杉

並のイメージアップにもつながる大規

模なイベントの開催を支援し、集客事業

の起爆剤として効果的に活用していき

ます。 

「中央線あるあるプロジェクト」にお

いて、今年度から新たに区内イベントと

連携した情報発信事業として、「秋の

座・高円寺阿波おどり」と「阿佐谷 jazz

ストリート」を対象とすることとし、Ｐ

Ｒ動画の作成や冊子の作成などの検討

を行った。 

 

⑤集客事業を担う人材・組織の育成 

計 画 取組状況 

地域イベントを企画・運営している人

材や杉並の魅力を発信している「すぎな

み学倶楽部」に携わる区民ライターなど、

区内には集客事業を担うことができる人

材は豊富に存在しています。これらの人

材をはじめ、意欲のある団体・民間事業

者・個人を育成し、将来的には民間主導

による自立性の高い集客事業の組織設立

を促していきます。 

「中央線あるあるプロジェクト」の実

行委員会方式による運営、「すぎなみ学倶

楽部」での区民ライター活用など、引き

続き、集客事業を担う人材・民間団体の

活用を行うとともに、杉並体験ツアー事

業において、阿波おどり振興協会と連携

した、座・高円寺での阿波おどり体験の

実施を踏まえ、外国人団体客向けの集客

力あるイベントの構築について検討を開

始した。 

 

 

取組２ アニメを活用した事業の推進とアニメ産業の支援 

国内屈指のアニメ制作会社が多数本社を構えるなど、区は日本アニメ産業の中心地と

なっています。こうした特徴を活かし、区内制作会社の協力を得ながら、アニメコンテ

ンツを活用した商店街の活性化やまちのにぎわいの創出を図っていきます。また、制作

者等の人材育成や、普及活動等により、区内アニメ産業の支援を行っていきます。 

 

⑥アニメコンテンツを活用した事業の支援  重点 

計 画 取組状況 
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アニメイベントの開催やキャラクター

グッズの開発等、アニメコンテンツを活

用した事業を支援することで、商店街の

活性化やまちのにぎわいの創出を図っ

ていきます。また、区公式アニメキャラ

クター「なみすけ」のさらなる知名度の

向上を図り、民間事業者による「なみす

け」の商用利用を促進していきます。 

昨年度に引き続き、今年度も、中野区

及び両区の東商支部と「中野区・杉並区

アニメ・サブカル地域ブランディング事

業実行委員会」を組織し、両区の魅力を

大きく発信していく今年度の取組につ

いて検討、秋の実施に向け準備を進め

た。また、近隣他区との連携の枠の拡大

検討を行った。 

「なみすけ」に関しては「ゆるキャラ

グランプリ」へのエントリーの検討を行

うとともに、すぎなみフェスタ開催時に

「なみすけグッズフェア」を開催するこ

ととし、商品化の促進を図っていくこと

とした。 

  

⑦アニメ制作者の人材育成支援  重点 

計 画 取組状況 

区内アニメ制作会社と連携しながら、海

外進出や高品質化など新たな課題に挑

戦する次世代のアニメーターの育成・支

援を図っていきます。 

中野区・杉並区アニメ・サブカル地域

ブランディング事業において、区内の児

童館等で子ども達に向けた出張ワーク

ショップを行うなど、キャリア教育的視

点からの取組の実施に向け検討を行っ

た。 

 

⑧アニメーションミュージアムの活用方策の検討 

計 画 取組状況 

アニメーションミュージアムが区のアニ

メ振興のシンボルとして広く認知され、

まちのにぎわいを創出し、より一層集客

力のある施設となるために事業の充実と

魅力を発信するとともに、アニメコンテ

ンツの活用などにおいても中心的な役割

を担えるよう検討を行っていきます。 

 今後策定する「（仮称）施設再編整備計

画」の方針を踏まえた活用方策について

も検討していきます。 

29 年度に過去最高を記録した来館者

数の更なる上積みを図るため、中野区・

杉並区アニメ・サブカル地域ブランディ

ング事業をはじめとする PR 強化と、集

客力の高い企画展をの実施に向けた取組 

の検討を行った。また、施設再編整備計

画による現有地の移転について、引き続

き、関係所管と内部検討を行った。 

  

 

取組３ まちづくりと連動した魅力ある商店街づくり【再掲】 

 

⑨地域特性を踏まえた商店街支援の促進【再掲（P13）】  重点 

 

⑩文化・芸術を取り入れた商店街の魅力づくりの推進【再掲（P13）】 

 

⑪商店街からの提案事業への柔軟な支援【再掲（P13）】  新規・重点 


